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保護の適用対象として、被害者の同伴家族が含まれることも明確になりました。2024
年4月に施行された改正法では、保護命令(9ページをご覧ください。）の対象が、「自由、
名誉もしくは財産に対する脅迫により、被害者が心身に重大な危害を受けるおそれが
大きいとき」にも拡大されるなど、保護命令の制度が拡充されました。さらに、2025 年
12 月に施行された改正法では、保護命令における接近禁止命令等の禁止行為にいわゆ
る「紛失防止タグ」による位置情報の無承諾取得が追加されました。（GPS 機器等によ
る位置情報の無承諾取得はこれまでも禁止行為となっていました。）
　神奈川県では、ＤＶ防止法及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に
基づき策定した「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」により、関係機関と連
携・協働して被害者の支援体制を充実させ、誰もが安心して自分らしく暮らすための取
組をより一層進めることとしています。「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」
は、ＤＶ被害を受けた男性や、トランスジェンダーのＤＶ被害者も対象としています。
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